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基本目標１ 
地産外商により魅力のある仕事をつくる

　地産外商の強化により仕事をつくり若者の県外流出の
防止や移住者の増加につなげるなど、人口減少に歯止め
をかける好循環を生み出すための取り組みを進める中
で、地産強化に向けた担い手の確保は喫緊の課題となっ
ています。そのため、「担い手の確保」に重点を置き、
人材確保・後継者育成を推進するとともに、創業支援や
新たな企業誘致など様々な雇用の場の拡大に向けた取り
組みを進めていきます。
　あわせて、引き続き、地域の外商力の向上や販路拡大
に向けた支援に取り組むことで、地産外商の強化を推進
していきます。

基本目標２ 

新しい人の流れをつくる

　都市圏をはじめとする他地域の潜在的な移住希望者
を、移住・定住に結び付けるためには、まず宿毛を知っ
てもらい、「宿毛に住みたい」と思ってもらうことが重
要です。
　豊かな自然を生かした観光やスポーツ、宿毛市の暮ら
しを体験するツアーなどを通じた「交流人口」「関係人口」
を拡大し、将来的な移住にもつながるきっかけづくりに
取り組みます。
　あわせて、積極的な移住・定住施策を推し進めること
で、移住者の増加を目指します。

基本目標３ 
結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる、
女性の活躍の場を拡大する

　自分らしい人生を過ごすうえでは、様々な生き方や考
え方があります。そうした、それぞれの意思に基づいた
生き方を応援する中で、「出会い」や「結婚」、「妊娠・出産」

「子育て」への支援を希望する方を応援し、希望をかな
えるための施策を推進していきます。
　また、出産や子育て期において、家計や夫婦関係、心
身の健康など、様々な不安に悩み、孤立することがない
よう、母子保健推進員をはじめとする地域住民や専門機
関が地域全体で子育てを支えるとともに、仕事と家庭生
活における固定的な男女の役割分担意識の解消や男女共
同参画への意識啓発に向けた取り組み、仕事と子育てが
両立できる環境整備など女性が活躍できる社会の拡大を
目指す取り組みもあわせて推進し、子育てにやさしいま
ちづくりを進めていきます。

　人口減少、少子高齢化の進行により、地域生活を支え
る生活基盤や地域コミュニティ機能の維持が難しくなっ
てきており、様々な生活課題が出てきていることから、
今日の社会にあった形で、地域の支えあい機能を再構築
していく必要があります。また、高齢化や高齢単身世帯
の増加などにより、移動手段の確保やひきこもりになら
ないように取り組む必要もあります。
　地域住民がお互いに生活課題の解決のために支えあう
取り組みを進めるとともに、公共交通の人口カバー率の
向上を目指し、住んでいる地域と生活基盤となる商業施
設や病院、小地域拠点がある地域との連結を進めていき
ます。
　あわせて、想定される南海トラフ地震や近年、地球温
暖化等の影響によって増加している豪雨災害など、防災
体制づくりや地球温暖化対策についても、地域全体で取
り組むことで、安心して生活していけるまちづくりを進
めていきます。

基本目標４ 
安心して暮らすことができる地域をつくる

１ 生活支援拠点の充実と地域との連携
２ 災害に強いまちづくりの推進
３ 地球温暖化防止対策の推進

１ 結婚の希望をかなえる取り組み
２ 子育てにやさしいまちづくりの推進

１ 観光・スポーツ等による交流拡大
２ 移住・定住の促進

１ 「地産」の強化、担い手の確保・育成
２ 「外商」の強化

政策目標２ 
学びと交流で明日の人を創る

政策目標３ 

安心できる暮らしの基盤を創る
政策目標４ 
希望をかなえ、健やかに暮らせるまちを創る

政策目標１ 
地域資源を生かし明日の産業を創る

基本構想

基本施策１　　農業の振興
基本施策２　　林業の振興
基本施策３　　水産業の振興
基本施策４　　商工業の振興

基本施策５　　観光の振興
基本施策６　　スポーツの振興
基本施策７　　学校教育の充実
基本施策８　　生涯学習の充実

基本施策１５　出会い・結婚への支援の推進
基本施策１６　子育てにやさしいまちづくりの推進
基本施策１７　地域福祉の充実
基本施策１８　高齢者支援の充実
基本施策１９　障害者福祉の充実
基本施策２０　保健・医療の充実
基本施策２１　人権の尊重と男女共同参画の推進

基本施策９　　自然豊かで安心・快適に暮らせるまち
　　　　　　　づくりの推進
基本施策１０　交通基盤の充実
基本施策１１　うるおいある環境の保全
基本施策１２　生活安全対策の強化
基本施策１３　コミュニティの振興
基本施策１４　健全な行財政運営の推進

まちの将来像
　人が輝き　自然と生きる　共感・共創のまち “宿毛 ”

　本計画は、まちづくり全体の基本的な方向を示すも
ので、基本構想、基本計画、実施計画で構成します。
基本計画は、分野別計画と、各分野との関係を明確に
位置づけた重点戦略（まち・ひと・しごと創生総合戦略）
の２部構成とします。

計画構成

計画期間

　宿毛市振興計画は、人口減少基調にあっても、次代に生きる市民が安心していきいきと暮らすことができるよう、本
市が目指す長期的な目標と、各分野において取り組むべき基本施策の方向を定めるとともに、まち・ひと・しごと創生
のための重点戦略を包括的に盛り込み、ＰＤＣＡサイクルのもと、着実に推進していくために策定しました。

政策目標・
施策の大綱

分野別計画

主要事業

　令和 3 年度から令和 11 年度までの 9 年間
※「第 2 期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画期間は令和 2 年度から令和 6 年度まで

基本構想（政策）

基本計画（施策）

実施計画（事業）

重点戦略

宿毛市振興計画

施  策施  策

施  策施  策

重点戦略

まちの将来像


